
 
【 資料 １ － １ 】

名古屋市国民保護協議会運営要綱 （ 案 ）  

 

（ 趣旨 ）  

第 1 条  こ の要綱は 、 名古屋市国民保護協議会条例 （ 平成18年名古屋市条例第35

号 ） 第 7 条の規定に基づき 、 名古屋市国民保護協議会 （ 以下 「 協議会 」 と い

う 。） の運営に関し必要な事項を定める も の と する 。  

 

（ 会長の職務の代理 ）  

第 2 条  会長に事故があ った と きは 、 助役であ る委員がその職務を代理する 。  

 

（ 異動の報告 ）  

第 3 条  機関の代表 と し て任命さ れている委員に異動があ った と きは 、 その後任者

は 、 速やかにその職名 、 氏名 、 異動年月日を会長に報告し なければな ら ない 。  

 

（ 会議の招集 ）  

第 4 条  会議の招集の通知には 、 会議の日時 、 場所及び議題を記載し なければな ら

ない 。  

 

（ 委員の代理者 ）  

第 5 条  機関の代表 と し て任命さ れている委員がやむを得ない事情に よ り 協議会に

出席で き ない と きは 、 その委員が所属する機関か ら代理者を出席させる こ と がで

き る 。  

2  委員は 、 あ ら か じ め前項の代理者を指名し 、 会長に届け出ておかなければな ら

ない 。  

 

（ 会議の公開 ）  

第 6 条  会議は 、 原則 と し て公開 と する 。 ただ し 、 次に掲げる場合であ って 、 協議

会の議決に よ り 非公開を決定し た と きは 、 こ の限 り でない 。  

（1） 名古屋市情報公開条例 （ 平成12年名古屋市条例第65号 ） 第 7 条に規定する非

公開情報が含まれる事項に関し て調査 、 審議等を行 う 場合 

（2） 会議を公開する こ と によ り 、 当該会議の適正な運営に著し い支障が生ずる と

認め られる場合 



 

（ 会議録 ）  

第 7 条  会長は 、 会議録を作成し 、 次の各号に掲げる事項を記録する 。  

（1） 会議の日時及び場所 

（2） 出席し た委員の職名及び氏名 

（3） 議事の件名及び概要 

（4） 議決事項 

（5） その他必要 と 認める事項 

 

（ 幹事会 ）  

第 8 条  協議会に幹事を置いた と きは 、 必要に応じ て幹事会を開催する こ と がで き

る 。  

 

（ 部会 ）  

第 9 条  部会長は 、 部会において調査 、 審議等を行った と きは 、 その調査 、 審議等

の結果を会長に報告し なければな ら ない 。  

2  部会の運営その他に関し必要な事項は 、 部会長が定める 。  

 

（ 庶務 ）  

第10条  協議会に関する庶務は 、 消防局防災部防災室において処理する 。  

 

（ 委任 ）  

第11条  こ の要綱に定める も ののほか 、 協議会の運営に関し必要な事項は 、 会長が

定める 。  

 

附 則 

こ の要綱は 、 平成18年  月  日か ら施行する 。  


